
＜北光保育園へ入園を希望する保護者の皆様へ＞ 

 

１．開園期間 

北光保育園では、夏期保育は４月２日から１１月下旬まで。冬期保育（３歳児～５歳児）は

１２月１日から３月下旬まで開園いたします。 

開園日   月曜日～土曜日 

 夏期保育 （４月～１１月） （２歳～５歳） 

        ７：３０～１７：００ 

   延長保育は ４月～１０月までの １７：００～１８：００ 

 冬期保育 （１２月～３月） （３歳～５歳） 

     月曜日～金曜日  ８：３０～１７：００ 

      土曜日     ８：３０～１１：３０ 

休園日  日曜日、国民の祝日、年末年始、春休み（新年度準備のため） 

 

２．入園児童の要件 

令和８年４月１日現在、２歳児から５歳児で次のいずれかの要件に該当する児童が対象です。 

①保育園の属する農村地域の農家世帯の保育に欠ける児童。農村地域とは以下の表のとおり。 

保  育  園  名 地   区   名 

北 光 保 育 園 
篠津・中島・八幡・美原・角山協和 

豊幌（農村地域）・江別太（農村地域） 

  ②上記の表の地区に居住する一般世帯で、保育に欠け、江別市内の公・私立の保育園に通わせ

ることが困難な児童。 

  ③江別市内在住で、両親のいずれかが上記の表の地区の農業関連の分野に就労しているため保

育に欠け、江別市内の公・私立の保育園に通わせることが困難な児童。 

３．提出書類について 

  ①入園申請書 （延長保育を希望する方は延長保育申請書もあわせてご提出ください） 

  ②児童健康状況調査票 

  ③預金口座振替依頼書 （道央農業協同組合の口座に限ります） 

  ④母親の雇用証明書（令和８年４月の見込みで可）  

（父子家庭であれば父親の雇用証明書） 

４．提出期限及び提出先 

①提出期限 令和８年１月２８日（水）までです。 

  ②提出先  北光保育園または江別市社会福祉協議会に提出してください。 

  ③受付時間 月曜日～金曜日 午前９時００分から午後５時まで 

        土曜日     午前８時３０分から午前１１時３０分まで 

（土曜日は北光保育園のみでの受付となります） 

        ※ 日曜日・祝日は除きます。 

 

表 面 



 

 

 

５．記入上の注意 

①その家庭から２人以上の児童が同時に入園を申請する場合は、それぞれの児童ごとに 1枚の

用紙を用いてください。 

②｢入園児童｣の欄は｢氏名｣に必ずふりがなを付してください。 

③「入園児童の家庭の状況」欄は家族全員についてもれなく記入してください。 

④母親（父子家庭は父親）の就労状況欄については、必ずご記入してください。 

 

６．保育料について     以下のとおりです。 

 

７．お問い合わせ先 

        

        園長  斉藤 信子 

        電 話 ３８４－６２０３（北光保育園） 

 

 

令和８年度 北光保育園 保育料（予定）について 

（１）４月～１１月 

 

           月額１児童   ２１，０００円    

 

  同一世帯から２名以上の児童が入園している場合は、１人目は上記金額ですが、 

２人目以降は、月額 １児童１６，０００円 となります。 

 

（２）１２月～３月 

月額１児童   １９，５００円    

 

  同一世帯から２名以上の児童が入園している場合は、１人目は上記金額ですが、 

２人目以降は、月額 １児童１４,０００円 となります 

 

（３）延長保育料 ４月～１０月   午後５時～午後６時まで 

             月額１児童 １，６００円 

 

※ （１）～（３）とも 日割計算はありません。 

 

裏 面 



 

 

 

 

 

 

 

●建物の構造  鉄骨造   ●主な設備 

・保育室（１階３室） ９０㎡   ・配膳室（１階１室） １６㎡ 

・遊戯室（１階１室） １００㎡  ・その他 １４９㎡  総延べ面積  ３５５㎡ 

                                                       

◎施設の所在地 〒０６７－００５６  

      江別市美原１４４５番地 江別市都市と農村の交流センター内 

◎事業開始年月日 昭和６１年４月１日 

◎設 置 管 理 者 社会福祉法人 江別市社会福祉協議会 会長  齋藤 嘉孝 
提供する保育サービス 

 当保育施設は、以下の内容で保育サービスを提供いたします。 
 

●開園期間 

＜夏期＞                  ＜冬期＞ 

４月～１１月 ≪対象児童≫ ２歳～５歳   １２月～３月 ≪対象児童≫ ３歳・４歳・５歳 

●開園時間 

＜夏期＞  

 月曜日～土曜日 ７：３０～１７：００（延長保育～１８：００まで 但し１０月まで） 

＜冬期＞ 

  月曜日～金曜日 ８：３０～１７：００ 

  土曜日     ８：３０～１１：３０ 

●定 員  ４２名（２歳児 １２名、３歳児～５歳以上児（就学前まで）３０名） 

●利用料金  

 令和７年度利用料 

◎利用形態   月極保育 

◎保育料月額 ＜夏期＞２１，０００円（第２子目以降の保育料については１６，０００円） 

       ＜冬期＞１９，５００円（第２子目以降の保育料については１４，０００円） 

◎延長保育料      １，６００円（延長保育は４月から１０月まで） 

●保育従事者等の配置 

 当保育施設は、通常、次のような保育従事者を配置しています。 

 【夏期】月～土 

     ７：３０～１６：３０  ５名（保育士４名、その他１名） 

    １６：３０～１８：００  ４名（保育士３名、その他１名）（延長時間帯含む） 

 【冬期】月～金 

     ８：３０～１５：１５  ４名（保育士３名、その他１名） 

    １５：１５～１７：００  ３名（保育士３名、その他１名） 

     土 

     ８：３０～１１：３０  ２名（保育士２名） 

●利用者に対しての保険の種類等 

保険の種類   学校契約団体普通傷害保険 

保険の内容 保育園にいる間の園児の事故、保育園主催の各種行事での園児の事故 

登下園中または保育行事のため、住居と保育園との合理的な経路での園児の事故 

保険金額 入院保険金日額 ３，０００円 通院保険金日額 ２，０００円 

死亡・後遺障害保険金 ３，７９０，０００円 

 

保険の種類  社会福祉施設総合補償制度 

保険の内容 保育園の管理下における保育中（各種行事含む）に発生した事故で、保育園側が法律上、その損害を賠償しなけ

ればならない場合に、保険金が支払われる。 

保険金額  園児１名あたり支払い限度額  対人１０，０００万円 （免責５，０００円） 

 対物支払限度額  １事故あたり    １００万円 （免責５，０００円） 

●緊急時等における対応方法 

 「北光保育園緊急時等対応マニュアル」を定めています。 

●検診を依頼する医療機関の名称・所在地 

   お子様に対しては、下記の医療機関による検診を行っています。 

  【小児科検診】 みはらしクリニック   江別市元江別８９０－１５ （年２回） 

  【歯科検診】  あかしあ歯科クリニック 江別市若草町９－１６   （年１回）  

●非常災害対策 

  「北光保育園非常災害時対応マニュアル」を定めています。 

●虐待の防止のための措置 

  「北光保育園虐待防止マニュアル」を定めています。 

●当保育施設の保育内容等に関するお問い合わせ、苦情等の受付先は下記のとおりです。 

 （担当者氏名） 斉藤 信子 （園長） 

 （連絡先） ０１１－３８４－６２０３ 

 （受付時間） 午前８時～午後５時  冬季保育の期間は 午前９時～午前１１時 

 

 施 設 の 概 要 

 

令和８年度版 

保 護 者 様 

当施設は児童福祉法第３５条の認可を受けていない保育施設（認可外保育施設）として、同法第５９条の２に基づき都道府県への設置届

出を義務づけられた施設です。 

       ※設置届出先 石狩振興局保健環境部社会福祉課子ども子育て支援係  ＴＥＬ０１１－２３１－４１１１ 


